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Ⅰ－３ 監督指針策定の趣旨 

 

Ⅰ－３－１ 監督指針策定の経緯 

 

金融審議会金融分科会第二部会報告「リレーションシップバンキングの機

能強化に向けて」（平成 15 年３月 27 日）を踏まえ、中小・地域金融機関（注）

の不良債権問題の解決に向けて、「リレーションシップバンキングの機能強化

に関するアクションプログラム」が、平成 15 年３月に公表された。 

同プログラムにおいては、「各金融機関の資産、自己資本、収益力、流動性

リスク、市場リスク等従来の早期是正措置及び早期警戒制度が視野に入れて

いた領域に加え、コーポレートガバナンスや経営の質、地域貢献が収益力・

財務の健全性に与える影響等の観点も取り入れた、より多面的な評価に基づ

く総合的な監督体系を確立し、業務改善命令を含め監督上の対応を的確に行

うこととする。このため、平成 15 年度中を目途に『中小・地域金融機関向け

の総合的な監督指針』（以下「本監督指針」という。）を策定するとともに、

ルールの明確化を図る」こととされた。 

これを踏まえ、本監督指針を策定することとしたものである。 

 

（注）中小・地域金融機関については、上記金融審議会金融分科会第二部会

報告を踏まえ、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合とする。

なお、本監督指針においては、労働金庫、信用保証協会についても規定

している。 

 

（参考）リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプロ

グラム（平成 15 年３月 29 日、様式・参考資料編 資料２） 

 

 

Ⅵ 信用保証協会関係 

Ⅰ－３ 監督指針策定の趣旨 

 

Ⅰ－３－１ 監督指針策定の経緯 

 

金融審議会金融分科会第二部会報告「リレーションシップバンキングの機

能強化に向けて」（平成 15 年３月 27 日）を踏まえ、中小・地域金融機関（注）

の不良債権問題の解決に向けて、「リレーションシップバンキングの機能強化

に関するアクションプログラム」が、平成 15 年３月に公表された。 

同プログラムにおいては、「各金融機関の資産、自己資本、収益力、流動性

リスク、市場リスク等従来の早期是正措置及び早期警戒制度が視野に入れて

いた領域に加え、コーポレートガバナンスや経営の質、地域貢献が収益力・

財務の健全性に与える影響等の観点も取り入れた、より多面的な評価に基づ

く総合的な監督体系を確立し、業務改善命令を含め監督上の対応を的確に行

うこととする。このため、平成 15 年度中を目途に『中小・地域金融機関向け

の総合的な監督指針』（以下「本監督指針」という。）を策定するとともに、

ルールの明確化を図る」こととされた。 

これを踏まえ、本監督指針を策定することとしたものである。 

 

（注）中小・地域金融機関については、上記金融審議会金融分科会第二部会

報告を踏まえ、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合とする。

なお、本監督指針においては、労働金庫についても規定している。 

 

 

（参考）リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプロ

グラム（平成15年３月29日、様式・参考資料編 資料２） 

 

 

（削除） 

 

（別紙３） 
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（様式Ⅵ－２―２―１）

信用保証協会台帳 

 

地方公共団体名  

信用保証協会名  信用保証協会 （  年  月  日）

所 在 地  

常 勤 役 職 員 数 名
役  

員 
理事   名（   名）、 
監事   名（   名） 

事 務 所 数 ヶ所
定款 
定数 

理事   名（   名）、 
監事   名（   名） 

概 
 

要 

設 立     年  月  日 
（転移・改組）      年  月  日 
事 務 所 
（設置年月日） 

 
役職名 
（非） 

氏  名 
生年月日 

年

齢 
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役 

員 

等 

略 

歴 

     千円  

検 査 結 果 基準日 前回    年  年  

日・主担 
前々回    年  年  日・

主担 
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資 産 
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（注）役員については、常務以上の全役員及び常勤理事・監事について記載し、必要に応じて

別紙を添付する。｢役員｣、｢定款定数｣欄の（ ）は常勤数 

 

信用保証協会名     信用保証協会 （単位：百万円）
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